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はじめに 
 原子炉施設の運転に使用されるウラン燃料は、その原料となるウラン鉱石から、製錬、転
換、濃縮、再転換、成型加工等の工程を経て製造される。これらの各工程を行う施設の運転・
解体に伴い放射性廃棄物が発生する。これらの放射性廃棄物をウラン廃棄物という。 
 ウラン廃棄物は、ウランが付着したもの及びウランを含む物質が付着したもの等、含まれ
る放射性核種が実質的にウランに限定されている。ウランは、半減期が長く時間の経過によ
る放射性物質の低減が期待できないこと、ウラン核種が放射線を放出して別の核種（子孫核
種）が生成し、累積すること等、これまで処分方策が検討されてきた放射性廃棄物に含まれ
る放射性核種と異なる特徴を有している。 
 現在、我が国で、このようなウラン廃棄物は、民間のウラン燃料加工施設等、日本原燃（株）
のウラン濃縮施設、核燃料サイクル開発機構（以下「サイクル機構」という。）のウラン濃
縮施設等の運転に伴い発生しており、それぞれの貯蔵施設内に保管されている。将来的には、
これらの施設の解体によってもウラン廃棄物が発生する。さらに、「ＲＩ・研究所等廃棄物」
1には、ウラン廃棄物に相当する放射性廃棄物が存在しており、これらについては、ウラン
廃棄物の処分方策に準じて基準等の整備を順次実施する必要があるとされている。 
 これらの廃棄物については、これまで処分方策が確立されておらず、その処分制度は整備
されていない。このため、上述のような廃棄物の発生状況に鑑み、廃棄物の安全かつ合理的
な処分方策を確立するとともに諸制度の整備を図るための具体的な取組を着実に進める必
要がある。 
 このような状況を踏まえ、原子力バックエンド対策専門部会は、「ウランの製錬、転換、
濃縮、再転換、成型加工等の各施設の運転・解体に伴い発生する放射性廃棄物（ウラン廃棄
物）」及び「ＲＩ・研究所等廃棄物のうちウラン廃棄物に相当する放射性廃棄物」を対象と
して、既存の処分方策も参考にしつつ、その特徴を踏まえた安全かつ合理的と考えられる処
分の基本的考え方について検討を行った。 
 第１章では、ウランの製錬、転換、濃縮、再転換、成型加工等の各施設から発生するウラ
ン廃棄物について検討を行った。この結果を踏まえて、第２章では、ＲＩ・研究所等廃棄物
のうちウラン廃棄物に相当する放射性廃棄物について検討した。第３章では、処分事業の責
任分担及び諸制度等について検討を行った。 
 なお、本報告書を読まれる方の便に供するため、巻末に参考資料及び関連する用語の解説
を添付した。 
   

 
1 これらの廃棄物の処分方策は、「ＲＩ・研究所等廃棄物処理処分の基本的考え方」原子力
委員会（平成１０年５月２８日）に示されている。 



第１章 ウラン廃棄物処分に関する安全確保の考え方 
１．ウラン廃棄物の発生の現状と将来の見通し 
（１）発生の現状 
 ウラン廃棄物は、民間のウラン燃料加工施設等（再転換、成型加工等）、日本原燃（株）
のウラン濃縮施設、サイクル機構 2のウラン濃縮施設等の運転に伴って発生し、一部につい
ては焼却処理が行われているが、固型化等の処理は行われておらず、焼却処理の結果発生す
る焼却灰も含めて、未処理のまま貯蔵施設内に保管されている。これらの廃棄物の平成１０
年度末（１９９９年３月末）時点までの累積発生量は、未処理の廃棄物として２００㍑ドラ
ム缶で約８万４千本（累積貯蔵量実績等の調査による）となっている。 
（参考資料－１） 
 
（２）将来の見通し 
 将来的には、これらの施設の運転に伴って発生する廃棄物に加えて、これらの施設の解体
やウラン濃縮施設の遠心分離機（濃縮のために使用される機器）の取り替えが行われること
も考えられ、それらに伴うウラン廃棄物の発生が予想される。 
 
（３）廃棄物発生量試算について 
 ウラン廃棄物の今後の発生量として、２０３０年度末時点の主要発生施設（民間のウラン
燃料加工施設等、日本原燃（株）のウラン濃縮施設、サイクル機構のウラン濃縮施設等）か
ら発生する廃棄物（以下「対象廃棄物」という。）の累積量を試算した。この試算において
は、各施設の運転廃棄物の他に、ウラン燃料加工施設等及びサイクル機構の関連施設の解体
やウラン濃縮施設の遠心分離機の取り替えについても想定し、これらに伴い発生する廃棄
物も含めることとした。 
 この結果、これらの累積発生量（可燃物については焼却処理を仮定）は、２００㍑ドラム
缶換算で約５６万本になると推定される。このうち、約６割は、施設の解体及び遠心分離機
の取り替えにより発生するものと予想される。 
（参考資料－２） 
 
２．対象廃棄物の特徴 
（１）対象廃棄物の発生形態及び処理 
 対象廃棄物の主な発生形態は、気体廃棄物の処理によって発生する使用済排気フィルタ
ー、液体廃棄物の処理等から生ずるスラッジ（水分を含んだ粉粒状の物質）、作業着、手袋、

 
2 サイクル機構においては、濃縮施設等から発生したウラン廃棄物の他に、研究開発活動
に伴って発生したＲＩ・研究所等廃棄物のうちウラン廃棄物に相当するものも保管されて
いる。本検討では、これらを一括して発生量に含めることとした。 



木材等の可燃性雑固体廃棄物、ゴム靴、ビニールホース等の難燃性雑固体廃棄物、金属、コ
ンクリート、ガラス等の不燃性雑固体廃棄物、使用済遠心分離機である。 
 これらの廃棄物のうち、可燃性雑固体廃棄物の一部は焼却処理が行われ、焼却灰となって
いるが、それ以外の廃棄物については、処理が行われていない。なお、除染処理については、
対象廃棄物への適用性等の様々な研究が行われている。 
（参考資料－２） 
 
（２）対象廃棄物の特徴について 
 対象廃棄物は、ウランが付着したもの及びウランを含む物質が付着したもの等、含まれる
核種が実質的にウランに限定されており、原子炉等において生ずるような放射化及び核分
裂による放射性核種が有意に含まれていないという特徴を有する。具体的な形態としては、
金属、プラスチック等の表面にウランが付着した廃棄物及び焼却灰、スラッジ等のウランが
媒体中に分散して含まれる廃棄物に分類される。 
 ウランは、他の放射性核種と比較して、質量当たりの放射能が小さく、同じ濃度でも、よ
り質量が大きくなるため、対象廃棄物は比較的除染が容易とされる。これらのうち、ウラン
が表面に付着したものは高い除染効果が期待でき、平滑で単純な形状のものは、ほぼ完全に
ウランを除去することも可能と考えられる。 
 対象廃棄物に含まれるウランの濃度については、除染前で１０１０ベクレル毎トン（Bq/t）
オーダーのものから、自然界に存在するレベルの１０６Bq/t 以下のものまで幅広く分布して
いる。 
 
（３）ウラン核種の特徴について 
 ウランは、土壌等にも有意に存在する天然起源の放射性核種であること、半減期が長く
（例えばウラン２３８（２３８Ｕ）の半減期は約４５億年）時間の経過による放射性物質の低
減が期待できないこと、質量当たりの放射能は小さく比較的容易に除染できると考えられ
ること、酸化的な環境では溶解度が高いこと等の特徴を有している。また、ウランの性状に
よっては資源価値を持つこと、精製されたウラン 3については子孫核種の生成及び累積によ
って数十万年間にわたって合計放射能が増大すること、存在する量によっては化学毒性が問
題となる可能性があること等の特徴を有している。 
 ウラン核種の一つである２３８Ｕの土壌中の平均的な濃度は、４０Bq/kg （原子放射線の影
響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)1993 ：放射平衡を前提とすると、全ウラン濃度は約

 
3 天然に存在する状態では、ウランは子孫核種とともに存在し、その放射能はウラン核種
と子孫核種の放射能を合計したものとなる。ウラン燃料として使用される場合には、ウラ
ンが抽出された段階で子孫核種が分離されるため、放射能は天然に存在する状態よりも低
くなる。 



８０Bq/kg＝８×１０4 Bq/t）とされている。また、ウラン等の自然放射性核種による合計
線量（外部被ばく線量）は、日本の約３２０マイクロシーベルト毎年（μSv/年）を含む１
３カ国の平均で約４５０μ Sv/年（このうちウランの寄与は約１／３）になるとされている。
土壌中に含まれるウラン等の自然放射性核種の濃度には地域差があり、それらによる大地
放射線の被ばくへの寄与は、上記 UNSCEAR の報告をもとに試算する（吸収線量から線量
当量への換算係数０.７シーベルト毎グレイ（Sv/Gy）を用いた）と、国別の平均値で約１５
０μSv/年～９８０μSv/年となる。また、大地放射線と宇宙線を合計した放射線量の国内県
別の地域差は、最大３８０μSv/年程度とされている。 
（参考資料－３） 
 精製されたウラン及びその子孫核種の合計放射能の経時変化をみると、初期はほとんど
変化せず、数千年後から緩やかに増加し、数十万年後にピークあるいは平衡に達する。この
ような放射能の増大が生じるのは、「ウラン核種が放射線を放出して別の核種」（子孫核種）
になってもその子孫核種も放射性であり、これらが形成する崩壊系列が数十万年かけて放射
平衡に達するためである。ウランの主要な崩壊系列には、２３８Ｕでは１３核種の、２３５Ｕで
は１０核種の放射性子孫核種がある。子孫核種のうち、比較的短期間で存在比が平衡に達す
るもの（２３８Ｕでは３核種、２３５Ｕでは１核種）は、当初から対象廃棄物中に含まれている
が、これ以外の子孫核種（２３８Ｕでは１０核種、２３５Ｕでは９核種）は、長期間かけて生成
及び累積していく。また、放射性子孫核種の中には、気体状のラドン（Ｒｎ）も存在する。 
（参考資料－４） 
 
（４）他の放射性廃棄物との比較について 
 以上に述べてきたとおり、対象廃棄物は他の放射性廃棄物と比較して異なる性質を有して
いる。対象廃棄物の処分方策の検討に当たって重要と考えられるものを以下に挙げる。 
 

• 対象廃棄物の放射能は比較的低く、特にベータガンマ（βγ）放射能は低い。 
• 他の放射性廃棄物が時間とともに放射能が減少していくのに対して、対象廃棄物の

放射能は減少せず、千年程度経過するとウランの子孫核種が生成及び累積すること
から徐々に増加し、数十万年でピークとなる。 

• 対象廃棄物は、時間の経過に伴う放射能の変化が小さく、他の放射性廃棄物が千分
の一から十万分の一以下に減衰する間に、十倍程度増加する。 

• 気体状の子孫核種であるラドンが生成し、条件によっては有意な線量を与える可能
性がある。 

• 濃度及び存在する量によってはウランの化学毒性が問題となる可能性について考慮
する必要がある。 
 

 これらの性質から、対象廃棄物については、放射線の影響は小さいと考えられるが、放射



線の影響が最も大きくなる時期が数十万年後になる可能性があること、放射線以外の観点
から処分可能濃度が制限される可能性があることを、処分方策の検討に当たって念頭におく
必要がある。 
（参考資料－５） 
 
３．対象廃棄物の処分方策の検討に当たっての考え方（考慮すべき事項） 
（１）放射性廃棄物処分の基本的考え方 
 放射性廃棄物対策は、一般の廃棄物と同様に、発生量の抑制が大前提であり、廃棄物の発
生量の低減や有効利用に努めることが重要である。 
 放射性廃棄物の処分は、廃棄物に含まれる放射性核種が生活環境に対して影響を及ぼす
ことを防止することが必要であり、このためには、処分方法に適した形態に処理した後、放
射性物質（放射線）の影響が安全上支障のないレベルになるように処分することが基本とな
る。したがって、処分の方法は、廃棄物の特徴、特にこれに含まれる放射性核種の種類及び
濃度を考慮して設定する必要がある。 
 
（２）我が国でこれまでに検討されてきた処分方法 
 放射性廃棄物の処分については、これまで原子炉施設から発生する低レベル放射性廃棄
物を中心に、上記の基本的考え方に沿って検討が進められ、方針が示されてきた。 
 現在までに示されている処分方法は、原子炉施設の運転に伴い発生し放射性核種濃度が
現行の政令濃度上限値 4以下の低レベル放射性廃棄物について、「コンクリートピット等の
人工構造物を設けない簡易な方法（素掘り）による浅地中処分」5（以下「素掘り処分」と
いう。）及び「浅地中のコンクリートピットへの処分」6（以下「コンクリートピット処分」
という。）がある。また、βγ 核種濃度が現行の政令濃度上限値を超える低レベル放射性廃
棄物についての処分方法として、「一般的であると考えられる地下利用に対して十分余裕を
持った深度（例えば５０～１００ｍ）への処分」（以下「地下利用に余裕を持った深度への
処分」という。）が予定されている。 
（参考資料－６） 
 高レベル放射性廃棄物の処分方法は、ガラス固化体を地下数百ｍより深い地層中あるい
は岩体中に隔離する「地層処分」としている。現在、地層処分に関しては、サイクル機構を

 
4 原子炉施設から発生し処分容器に固型化された放射性廃棄物を、コンクリートピット等
の人工構築物を用いた処分施設を設置して浅地中処分する場合等の濃度上限値。全 α 核種
と βγ 核種５核種について、濃度上限値が定められている。 
5 日本原子力研究所の動力試験炉（ＪＰＤＲ）の解体に伴って発生した廃棄物のうち、放
射性核種濃度が極めて低いコンクリートについて、埋設実地試験を実施中。 
6 日本原燃（株）六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センターにおいて実施中。 



中心として地下深部の岩石や地下水についての調査・研究、地下深部で処分を行うための技
術開発及び処分の安全性を評価するための研究が進められている。 
 対象廃棄物は、前述のとおり放射性核種の濃度が幅広い範囲に分布していることから、放
射性廃棄物処分の基本的考え方を踏まえ、放射性核種の濃度等により適切に区分し、その区
分に応じた合理的な処分を検討する必要がある。 
 
（３）国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）等における放射線防護の考え方 
 放射性廃棄物の処理処分に当たっては、放射線の影響の防止（放射線防護）を図ることが
基本となる。放射線防護の基本的考え方はＩＣＲＰ等によって勧告されており、行為の正当
化、放射線防護の最適化、線量あるいはリスク限度の遵守という３原則に要約される。この
ＩＣＲＰの勧告は、ＩＡＥＡ等の国際機関、日本を含む世界各国の放射線防護方策の検討に
おいて尊重されており、対象廃棄物の処理処分の具体的方策の検討に当たっても、このよう
な国際的なコンセンサスを基礎とした枠組みとの整合性を考慮する必要がある。 
 ＩＣＲＰ等では、長寿命固体放射性廃棄物の処分に対する放射線防護の考え方等につい
ても検討されており、ＩＣＲＰが出版した最新の勧告(Publ.81：Radiation Protection 
Recommendations as Applied to the Disposal of Long-Lived Solid Radioactive Waste, 2000 
長寿命放射性固体廃棄物の処分に対して適用されるものとしての放射線防護勧告、仮訳)で
は、次のような考え方が示されている。 
 

• 「自然のプロセスに伴う被ばくと、人間侵入による被ばくは区別して考えるべきで
ある。人間侵入は、偶然の侵入のみが考慮されるべきであり、埋設場へ故意に侵入
したことに伴う放射線学的結果は、侵入者の責任である。自然のプロセスから生じ
ると評価された線量又はリスクは、年あたり０.３mSv という線量拘束値 7、あるい
はそれと等価のリスクの年間約１０－５と比較されるべきである。」 

• 「人間侵入が、サイト周辺に居住する人々に対して、介入（現在ある被ばくの原因
に影響を与えて被ばくを低減する活動）がほとんど常に正当化されるような線量を
生じるような状況では、処分場の開発段階において人間侵入の可能性を低減させる、
あるいはその影響を制限するための合理的努力が行われるべきである。」 
 

 なお、線量拘束値は、ＩＣＲＰによって勧告された概念であり、放射線防護の最適化を判
断する際には、線量拘束値を超えない範囲で最適化が行われなければならないとされてお
り、この概念は、ＩＣＲＰの「１９９０年勧告（Publ.60，1991）」の中で示されている。そ
の後、ＩＣＲＰは「放射性廃棄物の処分に対する放射線防護の方策（Publ.77，1998）」の中

 
7 放射性廃棄物の処分行為に対する線量拘束値は年間 0.3ｍSv を超えるべきではないとＩ
ＣＲＰは勧告している（Publ.81）。 



で、廃棄物処分からの公衆被ばくの管理に関する拘束値は、年当たり１mSv 以下とすべき
で あ り 、 年 当 た り 約 ０ . ３ mSv を 超 え な い 値 が 適 切 で あ ろ う と 勧 告 して い る 。                      
（参考資料－７） 
 
（４）海外の処分事例について 
 対象廃棄物は、海外においては、独立した放射性廃棄物の区分として扱われておらず、処
分方策・安全規制等も低レベル放射性廃棄物の一種として扱われている例が多い。 
 ウランを含む放射性廃棄物の浅地中処分場の例としては、低レベル放射性廃棄物の浅地
中処分場又は一般及び産業廃棄物処分場が挙げられる。前者の処分は、米国（素掘り処分相
当）、英国（かつては素掘り処分相当であったが、現在はコンクリートピット処分相当）、仏
国（コンクリートピット処分相当）で行われており、後者は、米国、英国、スウェーデン（い
ずれも素掘り処分相当）で行われている。各国の状況を見ると、前者の規制における線量基
準は０.２５～０.３mSv/年の範囲であり、処分濃度の上限値は、受入濃度上限値を基に換算
した結果１０８～１０９Bq/t オーダーである。一方、後者の処分濃度の上限値は、換算の結
果１０７Bq/t オーダーとなっている。 
 これらの処分濃度の上限値の一部は、核燃料物質の臨界管理の観点から決定されている
と考えられる。 
（参考資料－８） 
 
４．対象廃棄物の特徴を考慮した処理処分の基本的考え方 
（１）検討に当たって考慮すべき対象廃棄物の特徴について 
 既に述べたとおり、ウラン核種は、これまでに処分方策の検討が行われてきた放射性廃棄
物に含まれる核種とは異なる特徴がある。特に、天然にも存在すること、半減期が長く時間
の経過による放射性物質の低減が期待できないこと、放射性子孫核種が生成及び累積する
ことなどはウラン核種の顕著な特徴である。これらの特徴は、対象廃棄物の処分方策を検討
する上で重要である。 
 また、放射線防護以外の観点、例えばウランの化学毒性等による制約から処分されるウラ
ン濃度が制限される可能性もあり、これらについても考慮する必要がある。 
 なお、対象廃棄物には、再処理によって回収された回収ウランの使用に伴って発生するも
のも存在する。これは、天然に存在するウラン核種以外に人工放射性核種を伴っており、核
種組成が異なるが、基本的に処理処分方策を決定づける核種がウラン核種であれば、回収ウ
ランの使用に伴って発生するもの以外の対象廃棄物と同様に扱うことが可能である 8。また、

 
8 ウラン核種以外の人工放射性核種の影響が、ウラン核種の影響よりも大きくなると考え
られる場合は、「超ウラン核種を含む放射性廃棄物処理処分の基本的考え方」原子力委員
会（平成１２年３月２３日）に基づき検討される。 



対象廃棄物に含まれるウランは、濃縮ウラン、劣化ウラン、天然ウラン等、同位体組成が異
なるものが存在するが、それぞれの線量評価試算を行った結果、これらにおける同位体組成
の違いは、線量評価に大きな影響を与えるものではない。したがって、これらの違いについ
ては、処理処分方策の基本的考え方の検討に当たって特別の配慮が必要となるものではない
と考えられる。 
（参考資料－９） 
 
（２）対象廃棄物の特徴を考慮した処理の基本的考え方 
 廃棄物処理の基本的考え方は、取扱い作業の安全性や容易性、処分の安全性への寄与等を
考慮して、合理的な廃棄体の形態及び処理の方式を選択するということである。例えば、原
子力発電所から発生する低レベル放射性廃棄物における廃棄体としては、濃縮廃液等を２
００㍑の金属製ドラム缶にセメント等の固型化材によって安定に固型化したものがある。 
 対象廃棄物の場合、具体的な処理の方法としては、廃棄物の性状及び濃度に応じた分別、
ウランの除染、廃棄物の減容化・安定化等が考えられる。 
 除染に関しては、ウランは単位質量当たりの放射能が小さく、金属等の表面に付着してい
る場合には、除染が比較的容易と考えられ、高い除染効果が期待できる。焼却灰やスラッジ
のように、ウラン核種が物理的・化学的に媒体に取り込まれている場合には除染が困難であ
るが、これらについては除染係数１００程度までの除染が可能であるとの試験結果が得ら
れている例もある。 
 一般的に、除染処理に期待する効果は、廃棄物の放射能濃度を低減することにより、濃度
に応じた処分方法の選択肢が広がること、クリアランスレベル（放射性物質として扱う必要
がないものを区分するレベル）まで除染することにより、放射性廃棄物量の低減が可能とな
ることである。また、ウランは、資源としての性格も有しており、特に濃縮ウランは資源的
価値が高い。これらの観点から、合理的に可能な範囲で対象廃棄物からウランを除染回収す
ることを検討する必要がある。 
 また、除染処理は、クリアランスレベルの達成に伴う放射性廃棄物量の低減、処分方法の
選択肢の拡大が期待される一方で、除染に伴う作業者の線量、除染に要する費用の増加及び
二次廃棄物の発生等を考慮する必要があり、処分に当たっての取扱い作業の安全性や容易
性、処分の安全性への寄与を総合的に判断して、適切な除染処理システムが検討されるべき
である。 
（参考資料－１０） 
 
（３）対象廃棄物の特徴を考慮した処分の基本的考え方 
 これまでに、有意な管理期間内に十分な放射性核種濃度の低減が期待できる従来の低レ
ベル放射性廃棄物の浅地中処分施設については、処分された廃棄物の放射能の減衰に応じ
て管理を軽減し、１０μSv/年の規制除外線量（昭和６２年１２月、放射線審議会、基本部



会報告）を判断規準として、放射線障害防止の観点からの管理を終了できるという段階的管
理の考え方が適用されている。 
 ウランは半減期が長く（例えば２３８Ｕの半減期は約４５億年）、子孫核種の生成及び累積
があることから、廃棄物に含まれる放射能の減衰が期待できない。したがって、従来の低レ
ベル放射性廃棄物の処分について適用されていた段階的管理の考え方、すなわち、放射能の
減衰に応じて段階的に管理を行い一定の管理期間後に管理を終了するという考え方が適用
できない。 
 このことから、対象廃棄物については、除染処理による初期濃度の低減化を行い、合理的
に可能な限りクリアランスレベル以下のものとすることが重要であるとともに、それ以外
の処分の際には可能な限り長期にわたって管理を継続することについても検討する必要が
ある。 
 また、処分に関する線量目標値については、ＩＣＲＰ等での放射線防護の考え方や海外で
の処分事例を勘案し、公衆の線量限度の１mSv/年を守ることを基本として、適切な線量目
標値を設定することが必要である。さらに、社会的、経済的事項を考慮しつつ、放射線防護
の最適化の観点から、被ばくの可能性を合理的に達成できる限り、低く保つべきである。 
 なお、ウランは天然にも普遍的に存在する放射性核種であり、土壌からの平均的な自然放
射線量約４５０μSv/年（外部被ばく線量）の約１／３は、ウランとその子孫核種からの寄
与であるとされている。したがって、規制除外線量（１０μSv/年）は、この土壌からの平
均的な自然放射線量等と比較して小さく、対象廃棄物についての適切な線量目標値の設定
に当たっては、その点についても考慮するべきである。 
 さらに、対象廃棄物は、処分後の線量評価においてピークが現れる時期が数十万年後にな
るとの試算例があることから、評価に当たっては、時間の経過とともに考慮すべきシナリオ、
モデルやパラメータに関する不確実性が大きくなることを考慮する必要がある。その際、ウ
ランの子孫核種の一つである気体状のラドン及びその子孫核種による線量については、モ
デルやパラメータに関する不確実性の影響を大きく受ける可能性があることも留意すべき
事項である。 
 
（４）安全確保の基本的考え方について 
 一般に、低レベル放射性廃棄物の処分による線量評価は、埋設された廃棄物に含まれる放
射性核種が地下に浸透した雨水や地下水の中に浸出し、その後、地下を移動して河川等に流
出し、その水を飲用等に利用すること（自然プロセスによって生じるシナリオ）に伴って生
じ得る線量と、処分場跡地に人間が居住することや居住に先立って行われる建設活動等（人
為的事象によって生じるシナリオ）に伴って生じ得る線量の評価という形で行われる。 
 対象廃棄物の素掘り処分について、評価の長期性に基づく不確実性は考慮せずに現行の
政令濃度上限値の評価に準じた評価を行った場合、跡地居住シナリオ、跡地建設シナリオ、
地下水移行シナリオの順に線量の試算値が低くなり、対象廃棄物の処分の安全確保を図る



上では、跡地居住シナリオが重要になると考えられる。 
（参考資料－９） 
 対象廃棄物の場合、ウランの子孫核種が生成及び累積し、数十万年かけて放射平衡に達す
るため、他の放射性廃棄物の場合と異なり、跡地居住シナリオ等の人為的事象によって生じ
るシナリオの線量評価において、緩慢にではあるが、線量評価値が時間の経過に伴って増加
する潜在的な可能性があることが重要な特徴である。また、対象廃棄物のような長期にわた
る評価に当たっては、例えば隆起・侵食等についても考慮する必要があり、そのような事象
を考慮して場所を選ぶことも検討することが必要である。 
 跡地居住シナリオ等において想定される人為的事象は、跡地利用制限等の制度的管理を
行うこと又は適切な離隔距離を確保することにより、その可能性を低減させる、あるいはそ
の影響を制限することができると考えられる。 
 制度的管理が有効に機能している限り、跡地居住等の人為的事象は発生しないと考えら
れるが、対象廃棄物の場合、その潜在的影響は長期間経過後に大きくなることから、制度的
管理に関する努力が払われることが望ましく、可能な限り長期間の有効性が期待できる土
地利用制限や処分に係る記録の保存等の受動的制度的管理のシステムが検討されることが
重要であると考えられる。 
 また、対象廃棄物のように、減衰による放射性核種濃度の低減が期待できない場合は、除
染処理等による初期濃度の低減化等も安全確保方策の選択肢となり得ると考えられる。 
 
５．対象廃棄物の安全かつ合理的な処分の可能性について 
（１）クリアランスレベル以下の処分の可能性について 
 既に述べたとおり、ウラン核種は比放射能が低く、除染が比較的容易であり、また、ウラ
ン核種は資源として利用できる可能性があることから、処分の前に合理的な範囲で可能な
限り除染処理を行うことが重要である。除染処理によって十分ウラン核種が除去されたこと
が確認できれば、放射性廃棄物として扱う必要のないもの（クリアランスレベル以下のもの）
として処分又は再利用することも可能と考えられ、今後、対象廃棄物のクリアランスレベル
が検討・設定されることが必要であると考えられる。 
 なお、主な原子炉施設から発生するコンクリートや金属に関するクリアランスレベルに
ついては、自然界の放射線レベルと比較して十分小さく、また、人の健康に対するリスクが
無視できることを満たす線量の目安値として１０μSv/年を設定し、クリアランスレベルが
算出されている 9。 
 
 

 
9 「主な原子炉施設におけるクリアランスレベルについて」原子力安全委員会（平成１１
年３月１７日） 



（２）素掘り処分及びコンクリートピット処分の可能性について 
 上述した対象廃棄物の特徴を考慮した処分の基本的考え方を踏まえると、以下のような
処分方策が考えられる。 
a. 線量目標値：ＩＣＲＰ等での放射線防護の考え方や海外での処分事例を勘案し、また、

ウランは天然にも普遍的に存在することも考慮し、対象廃棄物処分に対して、例えば、
０.３mSv/年などの線量目標値を設定するような、対象廃棄物処分に関する適切な線量
目標値を設定することが考えられる。 
 具体的な線量目標値の設定に当たっては、評価の長期性を考慮した適切なシナリオ、
評価期間に応じたモデルやパラメータ等の不確実性を考慮した上で十分な検討が必要
である。 

b. 濃度基準：素掘り処分又はコンクリートピット処分の対象となる廃棄物については、ウ
ラン核種の半減期、子孫核種の生成及び累積等を踏まえて、放射線防護上の観点から、
上記の適切な線量目標値に基づいて、廃棄物中のウラン濃度を制限する。 
 具体的な濃度の値については、評価の長期性を考慮した適切なシナリオ、評価期間に
応じた評価目標値や評価指標、評価期間に応じたモデルやパラメータ等の不確実性を
考慮して、放射性廃棄物処分の全体的な安全規制の枠組みの中で検討・設定されるべき
ものである。 
 仮に、０.３mSv/年を線量目標値として、素掘り処分を想定し、評価の長期性に基づ
く不確実性は考慮せずに現行の政令濃度上限値の評価に準じた試算（地下水移行、跡地
建設、跡地居住の各シナリオについて評価）を行った。この場合、ウランの子孫核種が
生成及び累積し放射能が最も高くなった状態を考慮しても、２０３０年までの将来に
発生すると推定した対象廃棄物量の約９割（除染後の運転廃棄物についての割合。な
お、解体廃棄物についてはさらに大きな割合になる）が素掘り処分できる可能性がある
と試算される。 

c. 処分場の管理：処分の安全性については、基本的に上記の線量目標値とこれに基づく濃
度基準によって確保されるものであるが、対象廃棄物の特徴を考慮し、偶然の人間侵入
の可能性を低減させるため、長期にわたる土地利用の形態が処分に影響を及ぼさない
ような制度的方策等、処分場の管理について努力が払われることが望ましい。このよう
な制度的方策等は、放射線防護の最適化の観点から考慮されるものである。 
 管理の内容については、覆土の維持管理、地下水のモニタリング等の能動的管理と、
廃棄物処分に関する記録の維持管理、跡地の適正な利用形態の明確化等の受動的管理
が考えられる 10。これらのうち、処分事業者が対応すると考えられる能動的管理につい

 
10 制度的管理のうち、モニタリングや修復活動等の具体的な行為・活動を伴うものを能動
的管理、土地利用制限のように制度的な取り決めによるものを受動的管理といい、ＩＡＥ
Ａ等で考え方が整理されている。 



ては、有限期間内に終了することになると考えられるが、処分に関する記録の維持管理
等の受動的管理については、期限を設けず、可能な限り長期間有効となるようにするこ
とについて検討するべきである。 

   
（３）地下利用に余裕を持った深度への処分等の可能性について 
 ウラン核種の濃度が上記処分可能な濃度を超えるものについては、素掘り処分及びコン
クリートピット処分と比べて、放射性核種の移行速度の低減や処分場跡地の掘削等による
被ばく防止の観点から十分な措置を講じる必要があると考えられる。そのためには、地下水
の流速が小さく、かつ高層建築物等の支持層の上面よりも深く適切な離隔距離を確保した
地下へ処分するとともに、資源の存在状況についても考慮することが必要であり、既に処分
の基本的考え方が示されている地下利用に余裕を持った深度への処分を行うことが考えら
れる。 
 仮に、地下利用に余裕を持った深度への処分を想定して、評価の長期性に基づく不確実性
は考慮せずに線量評価を行い、処分可能となる廃棄体中のウラン濃度の上限値を試算した
結果、地下利用に余裕を持った深度への処分を行うことにより、対象廃棄物のほぼ全てに対
応できる可能性があると考えられる。 
 この場合も（２）で述べた処分と同様に、対象となる廃棄物のウラン濃度については、評
価の長期性を考慮した適切なシナリオ、評価期間に応じた評価目標値や評価指標、評価期間
に応じたモデルやパラメータ等の不確実性を考慮すべきであり、例えば隆起・侵食等の事象
についても検討することが重要である。具体的な濃度の値については、対象廃棄物の特徴を
踏まえつつ、放射性廃棄物処分の全体的な安全規制の枠組みの中で検討・設定されるべきで
ある。 
 一方、ウラン濃度がさらに高い廃棄物が存在する場合には、人間の生活環境から長期間隔
離しておくことが必要であると考えられる。この条件を満足する既存の処分概念としては、
「人間の生活環境から十分離れた安定な地層中に、適切な人工バリアを構築することによ
り処分の長期的な安全性を確保する地層処分」が考えられる。 
 対象廃棄物の地層処分の検討に当たっては、既に処分の基本的考え方が示されている超ウ
ラン核種を含む放射性廃棄物の地層処分についての検討結果 11 を踏まえつつ進めることが
可能であると考えられるが、対象廃棄物は、含まれる核種が基本的にウランとその子孫核種
であること、放射能が低く発熱を考慮する必要がないこと等の特徴を有している。したがっ
て、対象廃棄物の地層処分については、これらの特徴を十分考慮することが必要である。 

 
11 超ウラン核種を含む放射性廃棄物のうち、ＭＯＸ燃料加工施設から発生するものには、
ウランとプルトニウムの同位体（235Ｕ,238Ｕ,239Ｐｕ,241Ｐｕ等）が多く、放射化や核分裂に
伴い生成した βγ 核種はほとんど含まれていない。これらについて、緩衝材を設けない
人工バリアを設置した地層処分施設の一例が示されている。 



（４）処分に当たって留意すべき事項 
 処分場の施設概念については、素掘り処分、コンクリートピット処分及び地下利用に余裕
を持った深度への処分等の施設概念は既に検討されており、対象廃棄物についても、これら
の施設概念を参考とすることができる。 
 この際、放射線防護以外の観点から処分濃度が制限される可能性のあるウランの化学毒
性や臨界管理の観点についても考慮する必要がある。ウランの化学毒性については、平成１
０年に厚生省の飲料水基準の監視項目にウランが追加されているが、排水基準や環境基準
等の項目には含まれておらず、実際の処分時には、厚生省の基準や規制動向等を考慮した検
討が必要である。さらに、核燃料物質の臨界管理の観点からは、対象廃棄物中のウラン核種
濃度、ウラン濃縮度、廃棄物定置密度等を考慮し、検討することが必要である。 
 また、対象廃棄物が、産業廃棄物に対する規制を適用すべき性状を有している場合には、
産業廃棄物に対する規制との整合性の観点から、産業廃棄物の規制も満足するような処分
施設概念を採用することが必要である。例えば、有害物質を含む場合や焼却灰等については、
素掘り処分ではなく、コンクリートピット処分が必要になる場合もある。 
 処分場の操業においては、対象廃棄物に含まれるウランによる従事者及び一般公衆の被
ばくが法令に定められた限度を超えないように管理を行い、廃棄物の受入が完了した後は、
廃棄物の処分量、ウラン等のインベントリ、処分位置等の記録を維持することが重要である。
（２）ｃ．では、期限を設けない受動的管理の可能性に言及したが、このような管理が有効
に行われる可能性を高めるための方策についても十分検討することが重要である。 
 なお、これまで述べたような安全確保方策を合理的に可能な限り取り入れたとしても、長
期間を対象とする評価におけるシナリオ、モデル、パラメータ、将来の人間の生活様式等の
不確実性を完全に払拭することは不可能であると考えられる。しかしながら、ＩＣＲＰ等の
考え方に示されているとおり、放射線防護の体系の中には、事故による放射線影響、自然放
射線源からの慢性的被ばく及び過去の事象あるいは状況による残留汚染に対する介入とい
う概念があり、予測できないような事象が、遠い将来に万一発生したとしても、必要と判断
された場合は適切な対応措置がとられることが可能であると考えられる。なお、ＩＣＲＰは、
年間約１０mSv という値を、それ以下であれば介入が正当化されそうもない一般的な基準
値として、反対に、年間約１００mSv という値を、それ以上のレベルでは介入がほとんど常
に正当と考えるべき基準値として使用できるであろうと勧告している(Publ.81，2000)。 
 
６．技術開発課題について 
 以上の検討により、対象廃棄物は、廃棄物の濃度及び性状に応じて適切に区分し、素掘り
処分、コンクリートピット処分、地下利用に余裕を持った深度への処分等を行うことにより、
安全かつ合理的に処分することができると考えられる。 
 今後、対象廃棄物の処理処分を具体化するに当たって、より一層の安全かつ合理的な処理
処分を目標として、次のような技術開発を行うことが有効と考えられる。 



（１）処分前の技術開発課題 
 今後発生する対象廃棄物については、放射性核種の濃度や廃棄物の性状によって適切に分
別・管理し、それらのデータを整理しておくことにより、廃棄物処理の負担を軽減すること
が重要である。 
 対象廃棄物に対してクリアランスレベルを適用する場合及び対象廃棄物の処分に先立つ
廃棄体の確認行為において、対象廃棄物の放射性核種濃度を測定等によって評価する必要が
ある。特に、クリアランスレベルの確認においては、低濃度（１Bq/g 以下のオーダー）の
確認が必要になることも考えられ、それに対応できる精度及び適切な測定時間で、対象廃棄
物の放射性核種濃度を評価する技術及びシステムの検討を行うことが重要である。 
 対象廃棄物の処分に当たっては、除染処理によって合理的に可能な範囲で対象廃棄物から
ウランを除染回収することを検討する必要がある。対象廃棄物に対する除染技術について
は、一部の廃棄物について除染性能データが得られているが、除染対象廃棄物の範囲を含め、
さらに効率的な除染処理技術の実用化等を積極的に進めることが重要である。また、廃棄物
の発生過程と除染技術の適用工程を考慮した除染処理の合理化の可能性についての検討も
重要である。 
 廃棄物の固型化処理等による安定化や減容処理は、廃棄物処理の基本的な要件であり、処
分場跡地の安定化等のために重要である。また、産業廃棄物としての処理要件等を考慮した
処理が必要とされる可能性もあり、適切な廃棄体形態の選定が重要である。 
 
（２）処分時及び処分後の技術開発課題 
 対象廃棄物の処分に関しては、基本的に既存の処分施設概念を参考とすることができる
としており、現在の技術に基づいた施設設計によって必要な対策が講じられることとなると
考えられる。 
 対象廃棄物の特徴から、処分当初は放射線の影響が小さいため、安全性が処分施設等の人
工バリアに依存する度合いは、他の放射性廃棄物よりも小さい。しかしながら、長期間経過
後の子孫核種の生成及び累積に伴い潜在的影響が増大していくことから、長期間の安全評
価の合理的在り方や、処分後の管理の役割及び合理的在り方についての検討が重要である。
このため、他の放射性廃棄物に含まれる長寿命放射性核種に係る安全性評価に関する研究
開発成果等を参考にしつつ、対象廃棄物の特徴を踏まえた処分の安全性評価に係る研究開
発に取り組むことも重要である。 
 
７．まとめ 
 対象廃棄物は、これまでに処分方策を検討してきた放射性廃棄物と異なる特徴を有してい
るが、以下のような処分方策を行うことにより、安全かつ合理的に処分できると考えられる。 
 対象廃棄物に対して除染処理を行うことにより、放射性核種濃度を低減し、クリアランス
レベル以下になるものは、放射性廃棄物として扱う必要のないものとして処分又は再利用を



行う。それ以外のものについては、濃度等に応じて適切に区分し、それぞれの区分に応じた
処分方策を講じる。対象廃棄物処分の可能性については、素掘り処分を想定し、仮に０.３
mSv/年を線量目標値として線量評価を行った結果、対象廃棄物の約９割が素掘り処分でき
る可能性があると試算される。また、地下利用に余裕を持った深度への処分を想定した場合、
対象廃棄物のほぼ全てに対応できる可能性があると考えられる。 
 今後、処分可能な廃棄物の濃度基準の設定に当たっては、線量評価の長期性、モデルやパ
ラメータに関する不確実性が考慮されるとともに、公衆の線量限度の１mSv/年を守ること
を基本とし、国際的な動向等を踏まえて、被ばく管理の観点からは管理することを必要とし
ない低い線量（１０μSv/年）に代わる適切な線量目標値を設定することが考えられる。そ
の際、処分場の管理についても、その役割や合理的在り方について検討を行い、合理的に可
能な限り長期間有効となるように努力されることが重要である。 
  
第２章 ウラン廃棄物に相当するＲＩ・研究所等廃棄物について 
 「ＲＩ・研究所等廃棄物処理処分の基本的考え方について」（平成１０年５月、原子力バ
ックエンド対策専門部会）で述べたように、ＲＩ・研究所等廃棄物にもウラン廃棄物に相当
する放射性廃棄物が存在する。これについては、対象廃棄物に準じて処分を行うことが適当
である。このため、ＲＩ・研究所等廃棄物のうちウラン廃棄物に相当するものについて、第
１章で示した処分方法が適用できるかどうかについて検討する必要がある。 
 
１．発生の現状と将来の見通し 
 ＲＩ・研究所等廃棄物は、サイクル機構、日本原子力研究所及び民間の試験・研究機関等
から発生しており、その中にはウラン廃棄物に相当するものがある。これらの廃棄物の平成
１１年度末（２０００年３月末）時点までの累積発生量（サイクル機構から発生するものを
除く）は、未処理の廃棄物として２００㍑ドラム缶で約２万８千本（累積貯蔵量実績等の調
査による）となっている。また、２０３０年度末までの累積発生量（可燃物については焼却
処理を仮定）は、２００㍑ドラム缶換算で約４万本になると推定される。 
（参考資料－１、２） 
 
２．廃棄物の特徴について 
 ＲＩ・研究所等廃棄物のうちウラン廃棄物に相当するものには、紙、布等の可燃性廃棄物、
塩化ビニール等の難燃性廃棄物、コンクリートやガラス等の不燃性廃棄物が存在する。これ
らのうち大部分は、対象廃棄物と同様に含まれる核種が実質的にウラン及びその子孫核種
に限定されるが、一部トリウムを含んだ廃棄物も存在する。廃棄物中のウラン濃度について
は、対象廃棄物と同様に、除染前で１０１０Bq/t オーダーのものから、自然界に存在するレ
ベルの１０６Bq/t 以下のものまで幅広く分布している。 
 



３．処分の基本的考え方について 
 ウラン廃棄物に相当するＲＩ・研究所等廃棄物の性状については、上述のように紙、布、
ビニール、コンクリート及びガラス等、対象廃棄物とほぼ同様である。また、廃棄物に含ま
れる核種の種類及び濃度についても、基本的に対象廃棄物と同様である。 
 これらの特徴を考慮すると、前章において検討してきた「ウラン廃棄物」と同様に、廃棄
物の放射性核種濃度等に応じて適切に区分し、処分を行うことが可能であると考えられる。 
 ただし、ＲＩ・研究所等廃棄物のうちウラン廃棄物に相当するものの処分を具体化するに
当たっては、廃棄物に含まれる核種にトリウムが存在することや有害な物質が含まれる可能
性があること等の特徴に十分留意する必要がある。 
  
第３章 処分事業の責任分担の在り方、諸制度の整備などについて 
１．責任分担の在り方と実施体制 
  「ウランの製錬、転換、濃縮、再転換、成型加工等の各施設の運転・解体に伴い発生する
ウラン廃棄物」及び「ＲＩ・研究所等廃棄物のうちウラン廃棄物に相当する放射性廃棄物」
（以下「当該廃棄物」という。）は、前述したような放射性核種濃度等による区分に応じた
安全な処分を行うことが可能と考えられる。 
 処分の責任分担の在り方及び実施体制については、下記のような考え方を踏まえ、当該廃
棄物の安全かつ合理的な処分が実施できるように、確立される必要がある。 
 当該廃棄物の発生に関わる者は、廃棄物を直接発生する濃縮事業者、再転換・成型加工事
業者、サイクル機構及び日本原子力研究所等の核燃料物質使用者のほか、廃棄物の発生に密
接に関連する電気事業者など（以下「発生者等」という。）多岐にわたっている。また、Ｒ
Ｉ・研究所等廃棄物事業推進準備会においては、ＲＩ・研究所等廃棄物の処分事業の具体化
に向けて検討が進められている。 
 当該廃棄物は、発生者等が処分の責任を明確にした上で、その責任において安全かつ合理
的な処分が実施されることが原則である。発生者等は、自らの責任を踏まえ、処分の実現に
向けお互いに協力し適切な対応をとることが重要である。 
 処分事業を行う者は、処分の安全な実施及び長期にわたる処分場の管理を行うに十分な
技術的能力、経済的基礎及び事業の継続性が要求されるほか、処分の安全確保に関する法律
上の責任を負うことになる。この際、発生者等は密接に協力し、安全かつ円滑な廃棄物の処
分の推進に万全を期すことが必要である。 
 国は、当該廃棄物の処分に係る安全基準・指針の整備などを図り、これに基づく厳正な規
制を行うとともに、発生者等及び処分事業を行う者が廃棄物の管理や処分を安全かつ合理
的に実施するよう、関連法令に基づきこれらの者への指導監督などの必要な措置を講じる
こととする。また、当該廃棄物の潜在的影響は長期間にわたるため、処分に関する記録の維
持管理等の適切な役割を果たすことが必要である。 
 



２．処分費用の確保 
 当該廃棄物は、発生者等が明確にした責任の下で安全かつ合理的に処分されることが原
則であり、これに要する適正な費用が確保される必要がある。 
 しかしながら、当該廃棄物の処分概念が定まっていなかったことなどから、これまで合理
的積算が行われていない。したがって、今後、当該廃棄物の発生者等や処分事業を行う者は
前述した処分方法を踏まえ、廃棄物の区分及び物量を明確にするとともに、より具体的な処
分について検討した上で、当該廃棄物の処分方法に応じた処分費用の確保を図っていく必要
がある。 
 
３．安全確保に係わる関係法令等の整備 
 当該廃棄物については、その特性を考慮して適切に区分し、処分を行うことにより安全が
確保されると考えられる。 
 現行の低レベル放射性廃棄物については、既に原子力安全委員会において安全規制の基
本的考え方、安全基準、安全審査の考え方などが取りまとめられている。これらを踏まえて、
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下、「原子炉等規制法」という。）、
同法施行令などに、廃棄物埋設事業の許可、保安規定の認可、埋設廃棄体の確認など一連の
手続が整備されるとともに、濃度上限値、技術基準などが定められ、安全規制が行われてい
る。また、現行の政令濃度上限値を超える低レベル放射性廃棄物については、現在、原子力
安全委員会において安全規制の基本的考え方、放射性核種濃度の上限値が検討されている。
高レベル放射性廃棄物の地層処分については、原子力安全委員会において処分に係る安全
規制の基本的考え方が検討されているところである。 
 今後、当該廃棄物についても、その発生量、放射性核種濃度、性状及び処分方法等を踏ま
えて、安全規制に関する基本的考え方や安全基準などについて検討し、これらを踏まえ関係
法令を整備する必要がある。この際、当該廃棄物の特徴を踏まえ、長期にわたる安全の確保、
制度的管理等について検討することが重要であるとともに、それぞれの処分方法に応じた
濃度上限値、当該廃棄物に関するクリアランスレベル、保障措置終了の手続などについても
検討する必要がある。 
 
４．実施スケジュール 
 当該廃棄物は、安全かつ合理的な処分が着実に実施される必要があり、適切な時期に処分
に着手できるよう、廃棄物の帰属の明確化、費用確保策、当該廃棄物処理処分に係る研究開
発、実施体制など処分の具体化に係る検討が発生者等において行われるとともに、当該廃棄
物の処分に係る諸制度が整備されることが重要である。具体的には、今後の放射性廃棄物全
体の処分計画などを踏まえ、実施体制を含めて当該廃棄物の処分計画の明確化及び安全確
保に係わる関係法令の整備が行われることが重要である。 
 



５．技術開発課題への取組について 
 当該廃棄物については、既に処分が実施されている低レベル放射性廃棄物に適用されて
いる技術等を活用するとともに、処分がより安全かつ合理的に実施されるよう、当該廃棄物
の特徴を踏まえた処理処分に関する技術の研究開発を積極的に進めていくことが重要であ
る。 
 
６．積極的な情報公開、情報提供 
 放射性廃棄物処分事業の実施に当たっては、安全が確保されるとともに、処分事業に対す
る国民の理解が得られ、国民はもちろん立地地域に受け入れられなければならない。このた
めには、諸制度の整備や実施体制の確立などの一連の取組とともに、放射性廃棄物全体の処
分計画を踏まえた安全かつ合理的な処分に関する的確で分かりやすい情報を積極的に提供
していくことが不可欠である。  
 この際、当該廃棄物の発生者等が多岐にわたること、その処分方策についてもクリアラン
スをはじめ、当該廃棄物の濃度等に応じて適切に区分した上で、素掘り処分、コンクリート
ピット処分及び地下利用に余裕を持った深度への処分など複数想定されることを踏まえて、
処分事業の各段階において必要とされる情報を分かりやすく提供できるよう体制を整える
必要がある。 
  
終わりに 
 ウラン廃棄物については、廃棄物の放射性核種濃度等に応じた適切な区分を行うこと、そ
れぞれの区分に応じた処分方策を講じることとする基本的考え方を取りまとめた。また、本
報告書においては、ウラン廃棄物処分に対して、被ばく管理の観点からは管理することを必
要としない低い線量（１０μSv/年）に代わる適切な線量目標値（例えば０.３mSv/年）を設
定した場合の処分の可能性を示した。 
 今後は、ウラン廃棄物の特徴や処分方法を考慮した安全規制の基本的考え方や適切な線
量目標値の設定をはじめとした安全基準等が、原子力安全委員会において検討されること
を期待する。国においては、この結果を踏まえて必要な制度の整備を図ることが重要である。 
 発生者等は、当該廃棄物の処分の具体化に向けて密接に協力しながら着実に取り組むこ
とが重要である。 
 また、ウラン廃棄物は、その処分方法が複数となることやその他の放射性廃棄物と異なる
特徴があることを十分踏まえて、国民の理解と信頼を得るように処分に関する的確かつ分か
りやすい情報の提供を行うことが必要である。 
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《原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画抜粋 
（原子力委員会平成 6 年 6 月 24 日）》 
③サイクル廃棄物の処理処分 
再処理施設や燃料加工施設などの核燃料サイクル関連施設から発生する放射性廃棄物（以
下「サイクル廃棄物」といいます。）は、再処理施設において使用済燃料から分離される高
レベル放射性廃棄物、再処理施設やＭＯＸ燃料加工施設から発生する超ウラン（ＴＲＵ）核
種を含む放射性廃棄物、ウラン燃料加工施設やウラン濃縮施設から発生するウラン廃棄物
に大別されます。 
（略） 
(ハ)ウラン廃棄物の処理処分 
ウラン廃棄物については、廃棄物を直接的に発生するウラン転換・成型加工事業者や濃縮事
業者と、その発生に密接に関連する原子力発電を行う電気事業者が、当該廃棄物の帰属や処
分に関する責任を当事者間において明確にします。その結果を踏まえ、処分の責任を有する
者は、実施スケジュール、実施体制、資金確保等について検討を進めることとします。ウラ
ン濃度が比較的低い大部分の廃棄物については、段階管理（放射能の減衰に応じて、保安の
ための措置を段階的に変更する管理方法）を伴わない簡易な方法による浅地流処分を行う
ことが可能と考えられ、今後、具体的な方法の検討を行った上で、基準の整備等を図ってい
くこととします。 
 
  



（仮） 
用語解説 
 
あ 
ＩＡＥＡ（International Atomic Energy Agency）： 
 世界の平和、健康及び繁栄のための原子力の貢献を促進、増大することを目的に、国際連
合の提唱により、１９５７年７月に設立された専門機関。開発途上国への技術協力、原子力
発電の安全対策等、原子力の平和利用を促進するために必要な支援活動を行うと共に、関係
国と保障措置協定を締結し、これによって軍事転用されないように保障措置を実施している。 
 
ＲＩ： 
 放射性同位元素(Radioisotope)のこと。元素のうち原子番号が同じで原子核の質量数の異
なるものを同位元素という。同位元素の中で放射性を有するものを放射性同位元素という。 
 
ＲＩ廃棄物： 
 放射性同位元素を使用した施設、医療機関や医療検査機関などから発生する、放射性同位
元素を含む廃棄物。主な廃棄物は、試験管、注射器、ペーパータオル、手袋などである。法
律上は、「放射線障害防止法」、「医療法」、「薬事法」、「臨床検査技師法」により規制を受け
る施設より発生した廃棄物を指す。 
 
α（アルファ）核種： 
 α 線（「放射線」を参照）を放出する放射性核種。α 核種のほとんどが、ウラン及びそれ
以上の重さを持つ核種、又はそれらが順次壊れることによってできた核種であり、半減期が
長いものが多い。 
 
安定化： 
 物理的、化学的性質が安定するようにする処理のことをいう。例えば、液状、粉状の廃棄
物をセメント等の固型化材で固型化するなどの処理をいう。 
 
い 
一般的であると考えられる地下利用に対して十分余裕を持った深度（例えば５０～１００
ｍ）への処分（地下利用に余裕を持った深度への処分）： 
 一般的な地下利用が行われない深度に放射性廃棄物を埋設処分するもの。跡地居住など
の行為において有意な被ばくが生じないことなどから、コンクリートピット処分や素掘り
処分よりも高い濃度の廃棄物を安全に処分することができると考えられている。 
 



インベントリ： 
 在庫量の意味であり、処分場等に存在する放射性廃棄物の量（重量又は体積）、放射性核
種の量等の種類別存在量のことをいう。 
 
飲料水基準： 
  「水道法第４条」、「水質基準に関する省令」で定められた水道水が備えるべき水質上の要
件。健康に関する項目（重金属、細菌等 29 項目）、監視項目（健康に関する項目のうち現状
では基準化の必要はないが監視が望ましい項目、ウラン、亜硝酸性窒素等 28 項目）の濃度
等の基準が定められている。 
 
う 
宇宙線： 
 地球外部から地球上に放射される放射線のことを宇宙線という。平均的には年間約３０
０μSv 程度の線量になる。 
 
ウラン核種： 
 ウラン廃棄物に含まれる放射性核種で、質量数の異なる３つの同位体がある。ウラン濃縮
操作を行う前の天然の同位体比（重量比）は、２３８Ｕが約９９．３％、２３５Ｕが約０．７％、
２３４Ｕが約０．０１４％である。 
 
ウラン燃料加工： 
 ウラン濃縮の製品である濃縮ウラン（六フッ化ウラン：UF6）を原料として、ウラン燃料
を製造すること。原料の UF6 を酸化物（二酸化ウラン：UO2）に変換する再転換加工工程
と、UO2 を原料として燃料集合体を製造する成型加工工程がある。 
 
ウラン濃縮： 
 天然のウランに約０．７重量％の割合で含まれる２３５Ｕを３～５％程度に濃縮すること。
重量の差を利用して遠心分離機によって濃縮する方法が我が国では実用化されている。 
 
ウラン濃縮度： 
 ２３５Ｕの重量％をウラン濃縮度という。 
 
え 
遠心分離機： 
 高速で回転する円筒状の機器で、ウラン濃縮に用いられる。UF6 ガスを遠心分離機に供給
すると、軽い 235U は、円筒の中心部に濃縮される。 



か 
介入： 
 「行為」とは逆に、「介入」は、被ばくを低減または回避するか、あるいは被ばくの可能
性を低減しようという、人の活動である。「介入」の対象は、管理された「行為」の一部で
ない線源（例えば、過去において行われた規制されていない活動の結果として導入された線
源、自然放射線源による長期的な被ばく）や、事故の結果として生じたような管理外の線源
への被ばく等である。 
 
核分裂生成物： 
 ウランやプルトニウムの核分裂に伴って生じた核種のこと。大部分が放射性であり、その
半減期は１秒以下のものから数百万年以上に及ぶものまで幅広い。 
 
化学毒性： 
 特定の元素や化合物の化学的な性質による毒性のこと。 
 
環境基準： 
 環境の質がどの程度に保たればよいかを示す目標となる基準。化学物質等の環境中の存
在濃度（例えば土壌中濃度や水中濃度）等の形で与えられる。 
 
緩衝材： 
 人工バリアの構成要素の１つで、候補材料の一つにベントナイト混合土がある。地下水の
浸入と放射性核種の溶出・移行を抑制する機能の他、化学的緩衝性により地下水の水質変化
を抑制する機能や物理的な緩衝性が期待されている。 
 
き 
規制除外線量： 
 被ばく管理の観点から考慮する必要がない低い線量であり、線量評価において算定され
た線量がこれを下回る場合は、放射線障害防止の観点からの管理を規制除外できるとされ
ている。放射線審議会によって、１０μSv／年がその判断の基準とすべき線量とされている。 
 
吸収線量； 
 物質に吸収された放射線のエネルギーをいい、グレイ（Ｇｙ）という単位で表される。 
 
く 
クリアランスレベル： 
 これを下回るものについては、放射性物質として扱う必要がないものを区分するレベル



のこと。原子力安全委員会において、当該物質に起因する線量が自然界の放射線レベルと比
較して十分小さく、また、人の健康に対するリスクが無視できることを要件として、主な原
子炉施設から発生するコンクリートや金属に関する具体的な値が算出され取りまとめられ
ている。（「主な原子炉施設におけるクリアランスレベルについて」平成１１年３月１７日） 
 
け 
研究所等廃棄物： 
 原子炉等規制法による規制の下で、試験研究炉などを設置した事業所並びに核燃料物質
などの使用施設などを設置した事業所から発生する放射性廃棄物。試験研究炉の運転に伴
い発生する放射性廃棄物は、原子力発電所から発生する液体や固体の廃棄物と同様なもの
である。その他は、核燃料物質などを用いた研究活動に伴って発生する雑固体廃棄物が主な
ものである。 
 また、試験研究炉の運転、核燃料物質などの使用などを行っている研究所などにおいては、
併せてＲＩが使用されることも多く、原子炉等規制法及び放射線障害防止法の双方の規制
を受ける廃棄物も発生している。 
原子放射線の影響に関する国連科学委員会（UNSCEAR）： 
 国連に設けられた科学委員会で、自然及び人工の放射線源による影響の国際的な状況に
関する報告書を随時提出している。 
 
減衰： 
 放射性核種が放射線を放出すると別の核種に変わってしまう。結果として生成する核種が
放射性核種でない場合は、元の放射性核種が減少していくことになり、放射能が低減する。
このようにして起こる放射能の低減のことを減衰という。 
 
減容： 
 放射性廃棄物の体積を減少させる操作を減容という。同じようなシステムが採用できる場
合は、体積が小さい方が少ない費用で輸送あるいは処分が可能となる。 
 
こ 
行為： 
 放射線防護に関連する記述に用いられる場合、「行為」とは、人の活動（事業、教育、医
療、研究等）で、放射線の線源（人工および天然の放射性物質）、被ばく経路、被ばくの範
囲を、現状あるものに対して付加的に導入するものをいう。放射性廃棄物の処分や輸送等の
活動は、例えば原子力発電という「行為」の結果あるいは一部分であるとされている。 
 
 



公衆の線量限度： 
 ＩＣＲＰが勧告している一般公衆の線量限度は、１ｍＳｖ／年である。これは、すべての
線源からの線量に対する限度であり、単一の線源に対してはこれより小さい値が割り当て
られることがある。放射線作業の従事者に対しては２０ｍＳｖ／年の線量限度が勧告され
ている。公衆との違いは、従事期間や年齢構成の違い等の理由による。 
 
国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）： 
 放射線防護の基本的考え方を勧告することを目的として運営されている国際的な委員会
組織。ＩＣＲＰの勧告は、国際的に権威あるものとされ、各国あるいは国際機関の放射線防
護基準の基本として尊重されている。 
 
コンクリートピット処分： 
 廃棄物を浅地中処分する一つの形態で、地表を掘削したのち、コンクリート製の箱を設置
してその中に廃棄体を定置し、モルタルなどで充填するもの。原子炉等規制法においては、
原子炉施設から発生する放射性物質を含む廃棄体を対象として、処分場跡地に居住した場
合などを考慮し、浅地中処分が可能な放射性核種の濃度上限値が設定されている。廃棄物の
最上部が地下数ｍの比較的浅い地中処分。 
 
さ 
再処理によって回収された回収ウラン： 
 ウラン燃料は、原子炉で一定期間使用された後、原子炉から取り出されて新しい燃料と取
り替えられる。取り出された燃料を使用済燃料といい、その中には再び燃料として利用でき
る２３５Ｕ等が残存しており、これは再処理により回収される。この再処理によって回収され
たウランのことを回収ウランという。核分裂生成物等の不純物を除去した一定の品質を満
たすものは、再度ウラン濃縮等を行ってウラン燃料に加工されることがある。 
 
産業廃棄物： 
 産業活動に伴って排出される廃棄物で、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処
理法）」で規制されるものをいう。廃棄物処理法では、放射性物質及びこれによって汚染さ
れたものはその適用対象から除外している。 
 
し 
支持層： 
 建築物を支持することができる一定の支持力のある地盤。 
 
 



自然放射性核種： 
 人工的な核反応等によって生成されたものではない、天然に存在する放射性核種。天然核
種等ともいわれる。ウランとその子孫核種やトリウムとその子孫核種、４０Ｋ等がある。 
 
子孫核種： 
 ある核種が放射線を放出した結果として生成する核種のことを子孫核種という。例えば、
２３８Ｕは、α 線を放出して２３４Ｔｈに変わっていく。この場合、２３８Ｕが親核種で、２３４Ｔ
ｈが子孫核種である。 
 
シナリオ： 
 放射性廃棄物の処分などの影響を評価する場合、処分された廃棄物中の放射性核種が体
内に取り込まれる状況や廃棄物中の放射性核種からの放射線を受ける状況を想定する必要
がある。この場合において想定される状況を総称してシナリオという。線量評価シナリオ等
といわれることもある。ありそうないくつかのシナリオを考慮して、ある範囲の状況を包括
できるような保守的な想定のシナリオによって代表され、地下水移行シナリオ、跡地居住シ
ナリオなどが挙げられる。 
 
Ｓｖ（シーベルト）： 
 人体が放射線を受けた結果生ずる影響に着目した線量の単位。 
 ｍＳｖ：ミリシーベルト（０．００１シーベルト） 
 μＳｖ：マイクロシーベルト（０．０００００１シーベルト） 
 
焼却処理： 
 作業委、手袋等の可燃性廃棄物を焼却炉で焼却し、廃棄物の重量及び体積を減少させるた
めの処理。焼却処理の結果発生する焼却灰等が二次的な廃棄物として発生する。 
 
除染（処理）： 
 放射性物質によって汚染された対象物から放射性物質を除去し、対象物の汚染レベルを下
げることを除染といい、そのための処理を除染処理という。 
 
除染係数： 
 除染の効率を表す指標であり、除染対象物の放射能が除染前後でどの程度低減するかを
示す。除染前の対象物の放射能を除染後の対象物の放射能で割ることによって求められる。 
 
人工バリア： 
 埋設された廃棄物から生活環境への放射性物質の漏出の防止及び低減を期待して設けら



れる緩衝材、コンクリートピットなどの人工構築物、廃棄物の固型化材料、及び処分容器。 
 
す 
素掘り処分： 
 コンクリートピット等の人工バリアを設けず、素掘りの溝状等の空間に廃棄体を定置して
埋設する処分方法。原子炉等規制法においては、原子炉施設から発生するコンクリート等の
放射性廃棄物を対象として処分場跡地の掘り返しや跡地に居住した場合等の評価シナリオ
を考慮し、素掘り処分が可能な放射能濃度上限値が規定されている。廃棄物の最上部が地下
数ｍの比較的浅い地中処分。 
 
スラッジ： 
 排水中の放射性物質を除去する処理などによって発生する廃棄物の形態であり、化学的な
沈殿や吸着性の粒子等を脱水等の処理によって取り出したもの。 
 
せ 
制度的管理： 
 放射性廃棄物の処分場の閉鎖後に行われる跡地に対する管理で、モニタリングや監視等
の能動的活動を伴う能動的管理と土地利用制限等の受動的管理がある。 
 
線量拘束値： 
 線量限度がすべての線源からの個人の線量を制限する限度という意味を持つのに対し、
線量拘束値は特定の線源あるいは行為に関連して設定される限度であり、線量限度を上回
ることはない。線量拘束値は、放射線防護の最適化（経済的、社会的要因を考慮して合理的
に達成可能な限り線量を低く保つこと）において、制限条件として機能する。すなわち、放
射線防護の最適化においては、線量を拘束値以下に保ちつつ、さらにこれを最適化するよう
な方策がとられる。 
 
線量評価： 
 放射性廃棄物の処分等によって公衆や作業者等が受ける放射線の量を評価すること。放射
線を受ける状況を想定したシナリオによって、線量を評価するための計算モデル（計算式）
を使用して評価される。計算に使用されるモデルやパラメータはそれぞれ評価モデル、評価
パラメータといわれる。 
 
セメント固化： 
 廃棄物を容器に固型化する方法として、セメントを固型化材料として用いる方法。 
 



浅地中処分： 
 低レベル放射性廃棄物の処分のうち、地表付近（数十ｍ程度まで）で行われる処分のこと。
ＩＡＥＡの定義によれば、地下数ｍの素掘りトレンチ処分、コンクリートピット処分、地下
数十ｍの岩洞への処分を含む処分概念である。これに対して、地層処分は、地下数百ｍへの
処分概念について用いられている。 
 
た 
大地放射線： 
 自然（あるいは天然）の放射線のうち、大地に含まれる放射性核種から放射される γ 線
による放射線のことを大地放射線という。大地を構成する土壌や含まれる鉱物成分などに
よる地域差があるが、我が国では平均年間約３２０μSv 程度の線量になる。自然の放射線
には、このほか、食事等によって体内に取り込まれた自然に存在する放射性核種からの放射
線や宇宙から放射される宇宙線による放射線などがある。 
 
段階的管理： 
 長寿命放射性核種を有意に含まない低レベル放射性廃棄物は、時間の経過とともに放射
能が減衰する。放射線防護上の管理も放射能の減衰に伴って軽減化することができ、有意な
期間内（３００～４００年程度）に放射線防護上の管理を必要としない段階に至る。このよ
うに段階的に管理を軽減し、最終的には管理を必要としない段階に至るまでの管理を段階
的管理という。 
 
ち 
地下水移行シナリオ： 
 地中に埋設された放射性廃棄物と地下水が接触し、地下水中に廃棄物中の放射性核種が
溶出などによって移行し、さらにその地下水が地中を移行して河川等の地表水になり、その
水を飲用水や家畜の飼育などに利用することによって放射線被ばくが起こり得ると想定す
るシナリオ。 
 
地層処分： 
 人間の生活環境から十分離れた安定な地層中に、適切な人工バリアを構築することによ
り処分の長期的な安全性を確保する処分方法。 
 
超ウラン（ＴＲＵ：Transuranium）核種を含む放射性廃棄物： 
 再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設から発生する低レベル放射性廃棄物で、ウランより
原子番号の大きい人工放射性核種（ＴＲＵ核種）を含む廃棄物。ＴＲＵ核種には、２３７Ｎｐ
(半減期：２１４万年)、２３９Ｐｕ(半減期：２万４千年)、２４１Ａｍ(半減期：４３２年)のよ



うに半減期が長く、α 線を放出する放射性核種が多い（「放射線」、「α 核種」を参照）。 
 
て 
定置密度： 
 放射性廃棄物の浅地中処分等では、廃棄体を処分場に配置し廃棄体間の空間や上部が埋
め戻し等によって充填される。廃棄体が占める空間のうち、純粋に廃棄体が占める空間の割
合を定置密度という。 
 
と 
同位体組成： 
 ウランのように同じ元素でも中性子の数の違いによって異なる質量数の元素がいくつか
存在する場合がある。質量数の異なる同種元素を同位体といい、各質量数の同位体の組成割
合（原子数あるいは重量の割合）を同位体組成という。 
 
トリウム： 
 核原料物質（核燃料の原料となる物質）の一つである。トリウム自体は核分裂性ではない
が、中性子を吸収して、２３３Ｕという核分裂性の核種が生成する。 
 
に 
人間侵入シナリオ： 
 例えば、放射性廃棄物の埋設処分場の跡地で行われる建設活動や、居住によって生じ得る
放射線被ばくの状況を想定するシナリオ。汚染土壌が空中に浮遊した粉じんの吸入や汚染
土壌・廃棄物からの直接放射線、汚染土壌で栽培された農作物の摂取などによって放射線被
ばくが起こり得ると想定するシナリオ。 
 
は 
廃棄体： 
 放射性廃棄物を、ドラム缶にセメント固化するなど、十分安定化処理するか又は容器に封
入し、最終的に埋設可能な形態にしたもの。 
 
廃棄体の確認行為： 
 埋設処分される廃棄体の放射性核種濃度等の性質が、法令に定められた基準や安全審査
などで決められた条件に適合していることを確認するために行われる行為。 
 
 



排水基準： 
 工場等からの化学物質の環境への排出を規制するための基準であり、排水中の濃度の形
で与えられる。 
 
パラメータ： 
 線量評価モデルに代入して線量の評価値を得るのに必要な数値。線量を過小評価するこ
とを避けるため、幅のある数値をとり得るものについては保守的に設定されることが多い。 
 
半減期： 
 放射性核種の量が半分になるまでの時間。半減期は、放射性核種によって定まっており、
半減期は、放射性核種によって百万分の１秒以下の短いものから、数十億年以上といった長
いものまで種々ある。 
 
ひ 
被ばく線量： 
 体外にある放射線源あるいは体内に摂取された放射性物質から個人が受ける放射線の影
響に着目した量。Ｓｖ（シーベルト）という単位で表される。吸収線量に補正係数をかけて、
放射線の影響という観点で共通の尺度を与える量であり、被ばく線量は、放射線による影響
と比例関係にある。 
 
比放射能： 
 放射性核種の単位質量当たりの放射能をいう。半減期が長い核種ほど小さい値となる。 
 
ふ 
不確実性： 
 線量評価のためのシナリオ、モデル、パラメータの設定において、設定可能な範囲が大き
い等の理由により、評価結果に高い信頼性は期待できないような状況をいう。 
 
へ 
Ｂｑ（ベクレル）： 
 放射性核種が崩壊して放射線を出す特性の単位。１Ｂｑは、放射性核種が崩壊する数が１
秒につき１個であるときの量。１Ｃｉ（キューリー）＝３.７×１０１０Ｂｑ 
 
βγ 核種： 
 β 線及び γ 線（「放射線」を参照）又はそのいずれかを放出する放射性核種。低レベル
放射性廃棄物に含まれる放射性物質の大部分は βγ 核種であり、比較的短い半減期を持つ



核種が多い。 
 
ほ 
崩壊系列： 
 放射性崩壊（放射線を放出する等により他の核種に変換する現象）によって、安定な核種
になるまでにいくつかの放射性核種を経る系列のこと。 
 
放射化： 
 物質に中性子が照射されることによって、物質を構成する原子の一部が放射線を放出する
性質を持つ原子に変わること。例えば、６０Ｃｏは、５９Ｃｏという安定核種が中性子を１個
吸収して放射性核種になったものである。 
 
放射線： 
 不安定な原子核が自然に壊れて別の原子核になるときに放出される高速の粒子又は波長
のごく短い電磁波。主に α 線、β 線、γ 線、中性子線からなる。放射線が人体に与える影
響や物を透過する能力は、その種類とエネルギーによって異なる。それぞれの放射線を放出
する放射性核種を α 核種、β 核種、γ 核種と呼ぶ。 
 放射線の特性を活用し、非破壊検査、がんの治療、血液検査、滅菌処理、トレーサー利用
などで、放射線や放射性物質が利用されている。一方、放射線は、受けた放射線量に応じて
がんなどの発生確率が増えるなど、人体への影響を考慮する必要があるので、原子力の利用
に当たっては、一般公衆及び放射線業務従事者に対する放射線被ばく管理が重要である。 
 α 線： 原子核から放出されるヘリウム原子核(陽子２個、中性子２個からなる)。α

線は、空気中を数ｃｍ程度しか飛ばないため、衣服の表面で α 線が吸収さ
れ、外部からの放射線の被ばく(外部被ばく)による影響はほとんどない。し
かし、α 核種の場合、呼吸や食物により体内に放射性物質を摂取し、放射性
物質が肺や骨などの組織に沈着などして人体の細胞や組織への影響を及ぼす
(体内被ばく)ことによる被ばくの寄与が大きい。このため、主に α 線を放出
するウランや超ウラン核種（参照「超ウラン（ＴＲＵ：Transuranium）核種
を含む放射性廃棄物」）については、内部被ばくを避けることが重要である。 

 β 線： 原子核から放出される高速の電子。物を透過する能力は α 線と γ 線の中間
であり、人体は、外部被ばく、内部被ばくの両方の影響を受ける。β 線を放
出する核種の場合、放出する β 線のエネルギーが低い１４Ｃや３Ｈなどは、外
部被ばくよりも体内被ばくによる影響を避けることが重要となる。エネルギ
ーの高い β 線を放出する９０Ｓｒなどは内部被ばくに加え外部被ばくを避け
ることも必要となる。 

 γ 線： 原子核から α 線や β 線が出たあとに残ったエネルギーが電磁波(光の仲間)



の形で出てくるもの。物を透過する能力が高く、この放射線を止めるには鉛
板や分厚いコンクリート壁を必要とする。外部被ばく、内部被ばくによる人
体内への影響があるため、両者を避けることが重要である。 

 中性子線： 原子核から放出される中性子の流れ。電荷を持たない中性子はものを透過し
やすく、物質中で原子核をはじき飛ばしたり原子核と反応したりすることに
より、人体の細胞や組織へ影響を及ぼす可能性がある。中性子線を止めるに
は水素原子を多く含む水やプラスチックなどを用いる必要がある。 

 
放射線防護の最適化： 
 ＩＣＲＰによって勧告されている放射線防護の基本原則の一つで、個人の被ばく線量を線
量限度以内とするのは当然のこととして、なおかつ線量を合理的に可能な限り低く保つこ
と。 
 
放射平衡： 
 放射性核種は、α 線や β 線等の放射線を放出して別の核種に変わっていく。Ａという核
種が放射線を放出してＢという核種に変わる場合、Ａを親核種、Ｂを子孫核種という。Ｂも
放射性核種である場合は、さらにＢが放射線を放出してＣという核種に変わるという現象
を繰り返す。親核種の半減期が子孫核種の半減期に比べて十分長い場合は、親核種が子孫核
種に変わる速度と子孫核種がさらにその子孫核種に変わる速度が釣り合う状態が生じる。
この状態を放射平衡といい、親核種の放射能と子孫核種の放射能が等しくなる。 
 
も 
ＭＯＸ（モックス；MixedOxide）燃料加工施設： 
 ウラン－プルトニウム混合酸化物（ＭＯＸ）燃料の成型加工施設。主な工程としては、ウ
ランとプルトニウムを所定の割合で混合し、焼き固め、被覆管に充填して燃料集合体に加工
することなど。施設の運転・解体に伴い、主としてウランやプルトニウムを含む様々な性状
の放射性廃棄物が発生する。 
 
モデル： 
 線量評価を行うための一連の計算式。例えば、ある放射線源からの被ばく線量を評価する
場合、単位時間当たりの線量は、線源の強度と線源からの距離等の関数で与えられ、被ばく
線量はそれを時間的に積分したものとなる。 
 
ら 
ラドン： 
 ウランの子孫核種の一つで、気体状のもの。気体状であるため、地中から大気中に放散し、



吸入による被ばくの原因になる。自然界から受ける被ばく線量の約半分は、地殻から放出さ
れるラドンによる線量であるとされている。 
 
り 
リスク： 
 放射性廃棄物管理の分野においては、放射線被ばくによる有害な影響の生じる確率。ある
線量の被ばくを受ける確率と、その被ばくによる健康への重大な影響を引き起こす確率と
の積で表される。 
 
臨界： 
 ２３５Ｕ等の核分裂性物質の核分裂が持続されるためには、核分裂性物質の濃度、量等があ
る一定の限界以上である必要がある。この一定の限界に達した状態を臨界という。 
 
  



原子力バックエンド対策専門部会の設置について 
 

平成７年９月１２日 
原子力委員会決定 

 
１．目的 
 今後の原子力開発利用を円滑に進めていくためには、平成６年６月に原子力委員会が定
めた「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画」に基づき、社会的理解を得てバック
エンド対策を推進していくことが重要であり、原子力開発利用の長期的見通しも背景に据
えつつ、バックエンド対策を推進していく具体的な方策について調査審議するため、原子力
バックエンド対策専門部会（以下、「専門部会」という。）を設置する。 
 なお、放射性廃棄物対策専門部会は廃止する。 
 
２．審議事項 
（１）高レベル放射性廃棄物の処理処分に係る技術的事項 
（２）ＴＲＵ核種を含む放射性廃棄物の処理処分に関する事項 
（３）ウラン廃棄物の処理処分に関する事項 
（４）ＲＩ廃棄物及び研究所等廃棄物の処理処分に関する事項 
（５）原子力施設の廃止措置に関する事項 
（６）その他、原子力バックエンド対策に関する重要事項 
 
３．構成員 
 別紙のとおりとする。 
 
４．その他 
 専門部会の下に、必要に応じて、分科会を置くものとする。また、専門部会は、必要に応
じ、専門部会構成員以外の者からの意見を聞き、あるいは、報告を受けるものとする。 
 



 
 
  



ウラン廃棄物分科会の設置について 
  

平成１２年３月８日 
原子力バックエンド対策専門部会 

  
１．設置の目的 
 原子力バックエンド対策専門部会における、ウラン燃料加工施設、ウラン濃縮施設等から
発生するウラン廃棄物の処理処分に関する事項の審議に資するため、「ウラン廃棄物分科会」
を設置する。 
 
２．分科会の構成員 
 原子力バックエンド対策専門部会の部会長が、別紙のとおり指名する。 
 
３．その他 
 ウラン廃棄物分科会は、その検討状況を、適宜原子力バックエンド対策専門部会に報告す
るものとする。 
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